
２．歳入

（単位 ： 千円）

節   

款 項 目

 1. 市税 9,100,185 9,067,614 32,571

 1. 市民税 4,516,137 4,495,596 20,541

 1. 個人 4,280,257 4,213,916 66,341  1. 現年課税分 4,229,956 （課税課）

1  現年度分（均等割） 118,410

2  現年度分（所得割） 4,098,839

3  過年度分 12,707

 2. 滞納繰越分 50,301 （徴収課）

1  滞納繰越分 50,301

区 分 金 額
前 年 度

比 較
増 （ △ ） 減

説 明
科　　目

本 年 度

- 12 - - 13 - 

 1 市税  1 市民税 

 1 市税  1 市民税 

納税義務者
（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

16,323人 3,500円 57,131千円

17,989人 3,500円 62,961千円

120,092千円

98.6％

区　分

普通徴収

特別徴収

計

納税義務者 調定見込額 収入歩合

16,219人 1,572,387千円

総所得分 - 1,463,521千円

譲渡分 - 108,866千円

17,306人 2,584,651千円

現年度分 - 2,117,494千円

前年度分 - 427,785千円

退職分離 - 39,372千円

4,157,038千円

区　分

普通徴収

98.6％
特別徴収

計

調定見込額 収入歩合

14,119千円 90.0％

調定見込額 収入歩合

214,049千円 23.5％

調定見込額 収入歩合

103,100千円

130,752千円

233,852千円

区　分

均等割

99.0％法人税割

計

調定見込額 収入歩合

4,000千円 99.0％

調定見込額 収入歩合

1,359千円 30.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 116,693,643千円 1,633,711千円 6,500千円 1,627,211千円

家屋 98,617,500千円 1,380,645千円 84,249千円 1,296,396千円

償却資産 20,723,143千円 290,124千円 - 290,124千円

計 236,034,286千円 ― 3,304,480千円 90,749千円 3,213,731千円

98.4％
1.4/100

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

76,519千円 38.7％

所管 調定見込額 収入歩合

東京都 248,322千円

気象庁 2,548千円

財務省 4,061千円

計 254,931千円

100.0％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

3,123千円 20.0％

区分
課税本数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

一般分 74,416千本 5.262円 391,577千円

旧３級品 4,357千本 2.495円 10,870千円

計 78,773千本 － 402,447千円

100.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 180,395,198千円 450,987千円 2,000千円 448,987千円

家屋 98,553,662千円 246,384千円 3,000千円 243,384千円

計 278,948,860千円 ― 697,371千円 5,000千円 692,371千円

0.25/100

98.4％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

11,637千円 38.7％

区分
課税台数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

原付一種 3,065台 1,000円 3,065,000円

原付二種（甲） 939台 1,600円 1,502,400円

原付二種（乙） 199台 1,200円 238,800円

一種（ミニカー） 47台 2,500円 117,500円

小型特殊（農耕） 182台 1,600円 291,200円

小型特殊（その他） 25台 4,700円 117,500円

軽二輪車 831台 2,400円 1,994,400円

軽四輪車貨物（一般） 1,545台
4,000円

(5,000円)
6,180,000円

軽四輪車乗用（一般） 4,620台
7,200円

（10,800円)
33,264,000円

軽四輪車乗用（営業） 1台
5,500円

（6,900円)
5,500円

軽四輪車貨物（営業） 167台
3,000円

（3,800円)
501,000円

二輪小型自動車 739台 4,000円 2,956,000円

計 12,360台 ― 50,233,300円

96.2％

※　軽四輪車カッコ内の税率は、平成２７年４月１日以降の登録車に適用。



（単位 ： 千円）

節   

款 項 目

 2. 法人 235,880 281,680 △ 45,800  1. 現年課税分 235,473 （課税課）

1  現年度分 231,513

2  過年度分 3,960

 2. 滞納繰越分 407 （徴収課）

1  滞納繰越分 407

 2. 固定資産税 3,446,855 3,425,177 21,678

 1. 固定資産税 3,191,924 3,165,954 25,970  1. 現年課税分 3,162,312 （課税課）

1  現年度分 3,162,311

2  過年度分 1

金 額

科　　目
本 年 度 前 年 度

比 較
増 （ △ ） 減 区 分

説 明

- 14 - - 15 - 

 1 市税  1 市民税 

 1 市税  2 固定資産税 

納税義務者
（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

16,323人 3,500円 57,131千円

17,989人 3,500円 62,961千円

120,092千円

98.6％

区　分

普通徴収

特別徴収

計

納税義務者 調定見込額 収入歩合

16,219人 1,572,387千円

総所得分 - 1,463,521千円

譲渡分 - 108,866千円

17,306人 2,584,651千円

現年度分 - 2,117,494千円

前年度分 - 427,785千円

退職分離 - 39,372千円

4,157,038千円

区　分

普通徴収

98.6％
特別徴収

計

調定見込額 収入歩合

14,119千円 90.0％

調定見込額 収入歩合

214,049千円 23.5％

調定見込額 収入歩合

103,100千円

130,752千円

233,852千円

区　分

均等割

99.0％法人税割

計

調定見込額 収入歩合

4,000千円 99.0％

調定見込額 収入歩合

1,359千円 30.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 116,693,643千円 1,633,711千円 6,500千円 1,627,211千円

家屋 98,617,500千円 1,380,645千円 84,249千円 1,296,396千円

償却資産 20,723,143千円 290,124千円 - 290,124千円

計 236,034,286千円 ― 3,304,480千円 90,749千円 3,213,731千円

98.4％
1.4/100

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

76,519千円 38.7％

所管 調定見込額 収入歩合

東京都 248,322千円

気象庁 2,548千円

財務省 4,061千円

計 254,931千円

100.0％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

3,123千円 20.0％

区分
課税本数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

一般分 74,416千本 5.262円 391,577千円

旧３級品 4,357千本 2.495円 10,870千円

計 78,773千本 － 402,447千円

100.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 180,395,198千円 450,987千円 2,000千円 448,987千円

家屋 98,553,662千円 246,384千円 3,000千円 243,384千円

計 278,948,860千円 ― 697,371千円 5,000千円 692,371千円

0.25/100

98.4％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

11,637千円 38.7％

区分
課税台数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

原付一種 3,065台 1,000円 3,065,000円

原付二種（甲） 939台 1,600円 1,502,400円

原付二種（乙） 199台 1,200円 238,800円

一種（ミニカー） 47台 2,500円 117,500円

小型特殊（農耕） 182台 1,600円 291,200円

小型特殊（その他） 25台 4,700円 117,500円

軽二輪車 831台 2,400円 1,994,400円

軽四輪車貨物（一般） 1,545台
4,000円

(5,000円)
6,180,000円

軽四輪車乗用（一般） 4,620台
7,200円

（10,800円)
33,264,000円

軽四輪車乗用（営業） 1台
5,500円

（6,900円)
5,500円

軽四輪車貨物（営業） 167台
3,000円

（3,800円)
501,000円

二輪小型自動車 739台 4,000円 2,956,000円

計 12,360台 ― 50,233,300円

96.2％

※　軽四輪車カッコ内の税率は、平成２７年４月１日以降の登録車に適用。



（単位 ： 千円）

節   

款 項 目

 1 （固定資産  2. 滞納繰越分 29,612 （徴収課）

税） 1  滞納繰越分 29,612

 2. 国有資産等 254,931 259,223 △ 4,292  1. 現年課税分 254,931 （課税課）

所在市町村 1  国有資産等所在市町村交付金 254,931

交付金

 3. 軽自動車税 48,949 46,778 2,171

 1. 軽自動車税 48,949 46,778 2,171  1. 現年課税分 48,325 （課税課）

1  現年度分 48,324

説 明
区 分 金 額

科　　目
本 年 度 前 年 度

比 較
増 （ △ ） 減

- 16 - - 17 - 

 1 市税  2 固定資産税 

 1 市税  3 軽自動車税 

納税義務者
（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

16,323人 3,500円 57,131千円

17,989人 3,500円 62,961千円

120,092千円

98.6％

区　分

普通徴収

特別徴収

計

納税義務者 調定見込額 収入歩合

16,219人 1,572,387千円

総所得分 - 1,463,521千円

譲渡分 - 108,866千円

17,306人 2,584,651千円

現年度分 - 2,117,494千円

前年度分 - 427,785千円

退職分離 - 39,372千円

4,157,038千円

区　分

普通徴収

98.6％
特別徴収

計

調定見込額 収入歩合

14,119千円 90.0％

調定見込額 収入歩合

214,049千円 23.5％

調定見込額 収入歩合

103,100千円

130,752千円

233,852千円

区　分

均等割

99.0％法人税割

計

調定見込額 収入歩合

4,000千円 99.0％

調定見込額 収入歩合

1,359千円 30.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 116,693,643千円 1,633,711千円 6,500千円 1,627,211千円

家屋 98,617,500千円 1,380,645千円 84,249千円 1,296,396千円

償却資産 20,723,143千円 290,124千円 - 290,124千円

計 236,034,286千円 ― 3,304,480千円 90,749千円 3,213,731千円

98.4％
1.4/100

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

76,519千円 38.7％

所管 調定見込額 収入歩合

東京都 248,322千円

気象庁 2,548千円

財務省 4,061千円

計 254,931千円

100.0％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

3,123千円 20.0％

区分
課税本数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

一般分 74,416千本 5.262円 391,577千円

旧３級品 4,357千本 2.495円 10,870千円

計 78,773千本 － 402,447千円

100.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 180,395,198千円 450,987千円 2,000千円 448,987千円

家屋 98,553,662千円 246,384千円 3,000千円 243,384千円

計 278,948,860千円 ― 697,371千円 5,000千円 692,371千円

0.25/100

98.4％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

11,637千円 38.7％

区分
課税台数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

原付一種 3,065台 1,000円 3,065,000円

原付二種（甲） 939台 1,600円 1,502,400円

原付二種（乙） 199台 1,200円 238,800円

一種（ミニカー） 47台 2,500円 117,500円

小型特殊（農耕） 182台 1,600円 291,200円

小型特殊（その他） 25台 4,700円 117,500円

軽二輪車 831台 2,400円 1,994,400円

軽四輪車貨物（一般） 1,545台
4,000円

(5,000円)
6,180,000円

軽四輪車乗用（一般） 4,620台
7,200円

（10,800円)
33,264,000円

軽四輪車乗用（営業） 1台
5,500円

（6,900円)
5,500円

軽四輪車貨物（営業） 167台
3,000円

（3,800円)
501,000円

二輪小型自動車 739台 4,000円 2,956,000円

計 12,360台 ― 50,233,300円

96.2％

※　軽四輪車カッコ内の税率は、平成２７年４月１日以降の登録車に適用。



（単位 ： 千円）

節   

款 項 目

 1 （軽自動車 2  過年度分 1

税）

 2. 滞納繰越分 624 （徴収課）

1  滞納繰越分 624

 4. 市たばこ税 402,447 413,783 △ 11,336

 1. 市たばこ税 402,447 413,783 △ 11,336  1. 現年課税分 402,447 （課税課）

1  現年度分 402,447

 6. 都市計画税 685,797 686,280 △ 483

 1. 都市計画税 685,797 686,280 △ 483  1. 現年課税分 681,294 （課税課）

1  現年度分 681,293

2  過年度分 1

科　　目
本 年 度 前 年 度

比 較
増 （ △ ） 減 区 分

説 明
金 額

- 18 - - 19 - 

 1 市税  3 軽自動車税 

 1 市税  6 都市計画税 

納税義務者
（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

16,323人 3,500円 57,131千円

17,989人 3,500円 62,961千円

120,092千円

98.6％

区　分

普通徴収

特別徴収

計

納税義務者 調定見込額 収入歩合

16,219人 1,572,387千円

総所得分 - 1,463,521千円

譲渡分 - 108,866千円

17,306人 2,584,651千円

現年度分 - 2,117,494千円

前年度分 - 427,785千円

退職分離 - 39,372千円

4,157,038千円

区　分

普通徴収

98.6％
特別徴収

計

調定見込額 収入歩合

14,119千円 90.0％

調定見込額 収入歩合

214,049千円 23.5％

調定見込額 収入歩合

103,100千円

130,752千円

233,852千円

区　分

均等割

99.0％法人税割

計

調定見込額 収入歩合

4,000千円 99.0％

調定見込額 収入歩合

1,359千円 30.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 116,693,643千円 1,633,711千円 6,500千円 1,627,211千円

家屋 98,617,500千円 1,380,645千円 84,249千円 1,296,396千円

償却資産 20,723,143千円 290,124千円 - 290,124千円

計 236,034,286千円 ― 3,304,480千円 90,749千円 3,213,731千円

98.4％
1.4/100

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

76,519千円 38.7％

所管 調定見込額 収入歩合

東京都 248,322千円

気象庁 2,548千円

財務省 4,061千円

計 254,931千円

100.0％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

3,123千円 20.0％

区分
課税本数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

一般分 74,416千本 5.262円 391,577千円

旧３級品 4,357千本 2.495円 10,870千円

計 78,773千本 － 402,447千円

100.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 180,395,198千円 450,987千円 2,000千円 448,987千円

家屋 98,553,662千円 246,384千円 3,000千円 243,384千円

計 278,948,860千円 ― 697,371千円 5,000千円 692,371千円

0.25/100

98.4％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

11,637千円 38.7％

区分
課税台数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

原付一種 3,065台 1,000円 3,065,000円

原付二種（甲） 939台 1,600円 1,502,400円

原付二種（乙） 199台 1,200円 238,800円

一種（ミニカー） 47台 2,500円 117,500円

小型特殊（農耕） 182台 1,600円 291,200円

小型特殊（その他） 25台 4,700円 117,500円

軽二輪車 831台 2,400円 1,994,400円

軽四輪車貨物（一般） 1,545台
4,000円

(5,000円)
6,180,000円

軽四輪車乗用（一般） 4,620台
7,200円

（10,800円)
33,264,000円

軽四輪車乗用（営業） 1台
5,500円

（6,900円)
5,500円

軽四輪車貨物（営業） 167台
3,000円

（3,800円)
501,000円

二輪小型自動車 739台 4,000円 2,956,000円

計 12,360台 ― 50,233,300円

96.2％

※　軽四輪車カッコ内の税率は、平成２７年４月１日以降の登録車に適用。



（単位 ： 千円）

節   

款 項 目

 1 （都市計画  2. 滞納繰越分 4,503 （徴収課）

税） 1  滞納繰越分 4,503

 2. 地方譲与税 105,000 109,000 △ 4,000

 1. 地方揮発油譲与 33,000 32,000 1,000

税

 1. 地方揮発油 33,000 32,000 1,000  1. 地方揮発油譲 33,000 （財政課）

譲与税 与税 1  地方揮発油譲与税 33,000

 2. 自動車重量譲与 72,000 77,000 △ 5,000

税

 1. 自動車重量 72,000 77,000 △ 5,000  1. 自動車重量譲 72,000 （財政課）

譲与税 与税 1  自動車重量譲与税 72,000

 3. 利子割交付金 58,000 64,000 △ 6,000

 1. 利子割交付金 58,000 64,000 △ 6,000

 1. 利子割交付 58,000 64,000 △ 6,000  1. 利子割交付金 58,000 （財政課）

金 1  利子割交付金 58,000

 4. 配当割交付金 118,000 68,000 50,000

 1. 配当割交付金 118,000 68,000 50,000

 1. 配当割交付 118,000 68,000 50,000  1. 配当割交付金 118,000 （財政課）

金 1  配当割交付金 118,000

 5. 株式等譲渡所得割交 72,000 55,000 17,000

付金

 1. 株式等譲渡所得 72,000 55,000 17,000

割交付金

 1. 株式等譲渡 72,000 55,000 17,000  1. 株式等譲渡所 72,000 （財政課）

所得割交付 得割交付金 1  株式等譲渡所得割交付金 72,000

金

 6. 地方消費税交付金 1,498,000 894,000 604,000

 1. 地方消費税交付 1,498,000 894,000 604,000

金

 1. 地方消費税 1,498,000 894,000 604,000  1. 地方消費税交 1,498,000 （財政課）

交付金 付金 1  地方消費税交付金 1,498,000

 8. 自動車取得税交付金 42,000 35,001 6,999

 1. 自動車取得税交 42,000 35,001 6,999

付金

説 明
科　　目

本 年 度 前 年 度
比 較

増 （ △ ） 減 区 分 金 額

- 20 - - 21 - 

 1 市税  6 都市計画税 

 8 自動車取得税交付金  1 自動車取得税交付金 

納税義務者
（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

16,323人 3,500円 57,131千円

17,989人 3,500円 62,961千円

120,092千円

98.6％

区　分

普通徴収

特別徴収

計

納税義務者 調定見込額 収入歩合

16,219人 1,572,387千円

総所得分 - 1,463,521千円

譲渡分 - 108,866千円

17,306人 2,584,651千円

現年度分 - 2,117,494千円

前年度分 - 427,785千円

退職分離 - 39,372千円

4,157,038千円

区　分

普通徴収

98.6％
特別徴収

計

調定見込額 収入歩合

14,119千円 90.0％

調定見込額 収入歩合

214,049千円 23.5％

調定見込額 収入歩合

103,100千円

130,752千円

233,852千円

区　分

均等割

99.0％法人税割

計

調定見込額 収入歩合

4,000千円 99.0％

調定見込額 収入歩合

1,359千円 30.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 116,693,643千円 1,633,711千円 6,500千円 1,627,211千円

家屋 98,617,500千円 1,380,645千円 84,249千円 1,296,396千円

償却資産 20,723,143千円 290,124千円 - 290,124千円

計 236,034,286千円 ― 3,304,480千円 90,749千円 3,213,731千円

98.4％
1.4/100

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

76,519千円 38.7％

所管 調定見込額 収入歩合

東京都 248,322千円

気象庁 2,548千円

財務省 4,061千円

計 254,931千円

100.0％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

3,123千円 20.0％

区分
課税本数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

一般分 74,416千本 5.262円 391,577千円

旧３級品 4,357千本 2.495円 10,870千円

計 78,773千本 － 402,447千円

100.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 180,395,198千円 450,987千円 2,000千円 448,987千円

家屋 98,553,662千円 246,384千円 3,000千円 243,384千円

計 278,948,860千円 ― 697,371千円 5,000千円 692,371千円

0.25/100

98.4％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

11,637千円 38.7％

区分
課税台数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

原付一種 3,065台 1,000円 3,065,000円

原付二種（甲） 939台 1,600円 1,502,400円

原付二種（乙） 199台 1,200円 238,800円

一種（ミニカー） 47台 2,500円 117,500円

小型特殊（農耕） 182台 1,600円 291,200円

小型特殊（その他） 25台 4,700円 117,500円

軽二輪車 831台 2,400円 1,994,400円

軽四輪車貨物（一般） 1,545台
4,000円

(5,000円)
6,180,000円

軽四輪車乗用（一般） 4,620台
7,200円

（10,800円)
33,264,000円

軽四輪車乗用（営業） 1台
5,500円

（6,900円)
5,500円

軽四輪車貨物（営業） 167台
3,000円

（3,800円)
501,000円

二輪小型自動車 739台 4,000円 2,956,000円

計 12,360台 ― 50,233,300円

96.2％

※　軽四輪車カッコ内の税率は、平成２７年４月１日以降の登録車に適用。



（単位 ： 千円）

節   

款 項 目

 1. 自動車取得 42,000 35,000 7,000  1. 自動車取得税 42,000 （財政課）

税交付金 交付金 1  自動車取得税交付金 42,000

 9. 国有提供施設等所在 26,000 26,000 0

市町村助成交付金

 1. 国有提供施設等 26,000 26,000 0

所在市町村助成

交付金

 1. 国有提供施 26,000 26,000 0  1. 国有提供施設 26,000 （課税課）

設等所在市 等所在市町村 1  国有提供施設等所在市町村助成交付金 26,000

町村助成交 助成交付金

付金

10. 地方特例交付金 56,548 51,823 4,725

 1. 地方特例交付金 56,548 51,823 4,725

 1. 地方特例交 56,548 51,823 4,725  1. 地方特例交付 56,548 （財政課）

付金 金 1  地方特例交付金 56,548

11. 地方交付税 3,775,000 3,875,000 △ 100,000

 1. 地方交付税 3,775,000 3,875,000 △ 100,000

 1. 地方交付税 3,775,000 3,875,000 △ 100,000  1. 地方交付税 3,775,000 （財政課）

1  普通交付税 3,600,000

2  特別交付税 175,000

12. 交通安全対策特別交 9,000 9,000 0

付金

 1. 交通安全対策特 9,000 9,000 0

別交付金

 1. 交通安全対 9,000 9,000 0  1. 交通安全対策 9,000 （財政課）

策特別交付 特別交付金 1  交通安全対策特別交付金 9,000

金

13. 分担金及び負担金 272,013 270,987 1,026

 1. 負担金 272,013 270,987 1,026

 1. 民生費負担 271,765 270,492 1,273  1. 老人福祉費負 11,377 （高齢支援課）

金 担金 1  老人保護措置被措置者等（現年度分） 10,590

2  老人保護措置被措置者等（滞納繰越分） 787

 5. 児童保護者等 260,280 （子育て支援課）

負担金 1  公立保育園入園児童保護者（現年度分） 62,433

3  私立保育園入園児童保護者（現年度分） 181,401

5  管外委託保育園入園児童保護者（現年度分） 3,857

7  管外受託児分 9,237

8  一時保育料（現年度分） 200

10 延長保育料（現年度分） 1,680

（子ども家庭支援センター）

科　　目
本 年 度 前 年 度

比 較
増 （ △ ） 減 区 分 金 額

説 明

- 22 - - 23 - 

 8 自動車取得税交付金  1 自動車取得税交付金 

13 分担金及び負担金  1 負担金 

納税義務者
（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

16,323人 3,500円 57,131千円

17,989人 3,500円 62,961千円

120,092千円

98.6％

区　分

普通徴収

特別徴収

計

納税義務者 調定見込額 収入歩合

16,219人 1,572,387千円

総所得分 - 1,463,521千円

譲渡分 - 108,866千円

17,306人 2,584,651千円

現年度分 - 2,117,494千円

前年度分 - 427,785千円

退職分離 - 39,372千円

4,157,038千円

区　分

普通徴収

98.6％
特別徴収

計

調定見込額 収入歩合

14,119千円 90.0％

調定見込額 収入歩合

214,049千円 23.5％

調定見込額 収入歩合

103,100千円

130,752千円

233,852千円

区　分

均等割

99.0％法人税割

計

調定見込額 収入歩合

4,000千円 99.0％

調定見込額 収入歩合

1,359千円 30.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 116,693,643千円 1,633,711千円 6,500千円 1,627,211千円

家屋 98,617,500千円 1,380,645千円 84,249千円 1,296,396千円

償却資産 20,723,143千円 290,124千円 - 290,124千円

計 236,034,286千円 ― 3,304,480千円 90,749千円 3,213,731千円

98.4％
1.4/100

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

76,519千円 38.7％

所管 調定見込額 収入歩合

東京都 248,322千円

気象庁 2,548千円

財務省 4,061千円

計 254,931千円

100.0％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

3,123千円 20.0％

区分
課税本数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

一般分 74,416千本 5.262円 391,577千円

旧３級品 4,357千本 2.495円 10,870千円

計 78,773千本 － 402,447千円

100.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 180,395,198千円 450,987千円 2,000千円 448,987千円

家屋 98,553,662千円 246,384千円 3,000千円 243,384千円

計 278,948,860千円 ― 697,371千円 5,000千円 692,371千円

0.25/100

98.4％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

11,637千円 38.7％

区分
課税台数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

原付一種 3,065台 1,000円 3,065,000円

原付二種（甲） 939台 1,600円 1,502,400円

原付二種（乙） 199台 1,200円 238,800円

一種（ミニカー） 47台 2,500円 117,500円

小型特殊（農耕） 182台 1,600円 291,200円

小型特殊（その他） 25台 4,700円 117,500円

軽二輪車 831台 2,400円 1,994,400円

軽四輪車貨物（一般） 1,545台
4,000円

(5,000円)
6,180,000円

軽四輪車乗用（一般） 4,620台
7,200円

（10,800円)
33,264,000円

軽四輪車乗用（営業） 1台
5,500円

（6,900円)
5,500円

軽四輪車貨物（営業） 167台
3,000円

（3,800円)
501,000円

二輪小型自動車 739台 4,000円 2,956,000円

計 12,360台 ― 50,233,300円

96.2％

※　軽四輪車カッコ内の税率は、平成２７年４月１日以降の登録車に適用。



（単位 ： 千円）

節   

款 項 目

 1 （民生費負 12 ショートステイ事業費 135

担金） （徴収課）

2  公立保育園入園児童保護者（滞納繰越分） 855

4  私立保育園入園児童保護者（滞納繰越分） 464

6  管外委託保育園入園児童保護者（滞納繰越分） 16

9  一時保育料（滞納繰越分） 1

11 延長保育料（滞納繰越分） 1

 6. 母子福祉費負 108 （生活福祉課）

担金 1  母子生活支援施設等入所措置者 78

（子ども家庭支援センター）

2  ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費 30

 2. 衛生費負担 248 495 △ 247  1. 保健衛生費負 248 （健康推進課）

金 担金 1  養育医療費 248

14. 使用料及び手数料 315,901 309,188 6,713

 1. 使用料 150,018 150,790 △ 772

 1. 総務使用料 4,803 4,871 △ 68  2. 野塩市民セン 2,000 （市民課）

ター使用料 1  会議室等 2,000

 3. 松山市民セン 1,690 （市民課）

ター使用料 1  会議室等 1,690

 6. 行政財産使用 813 （総務課）

料 1  市役所等 813

 9. 男女共同参画 300 （男女共同参画センター）

センター使用 1  会議室等 300

料

 2. 民生使用料 37,831 38,168 △ 337  1. 高齢者住宅使 6,930 （高齢支援課）

用料 1  高齢者民間アパート使用料 6,930

 2. 学童育成使用 30,261 （子育て支援課）

料 1  育成料（現年度分） 29,989

（徴収課）

2  育成料（滞納繰越分） 272

 3. 児童センター 640 （児童センター）

使用料 1  ホール等 640

 3. 衛生使用料 3,669 3,669 0  1. 健康センター 3,669 （健康推進課）

使用料 1  健康増進室等 3,669

 4. 農林業使用 2,593 2,792 △ 199  1. 市民農園使用 2,593 （産業振興課）

料 料 1  市民農園 2,593

 5. 商工使用料 586 586 0  1. 消費生活セン 586 （産業振興課）

ター使用料 1  消費生活センター 586

 6. 土木使用料 93,606 93,876 △ 270  1. 道路橋梁等使 52,191 （道路交通課）

用料 1  道路占用料等 52,191

説 明
科　　目

本 年 度 前 年 度
比 較

増 （ △ ） 減 区 分 金 額
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13 分担金及び負担金  1 負担金 

14 使用料及び手数料  1 使用料 

納税義務者
（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

16,323人 3,500円 57,131千円

17,989人 3,500円 62,961千円

120,092千円

98.6％

区　分

普通徴収

特別徴収

計

納税義務者 調定見込額 収入歩合

16,219人 1,572,387千円

総所得分 - 1,463,521千円

譲渡分 - 108,866千円

17,306人 2,584,651千円

現年度分 - 2,117,494千円

前年度分 - 427,785千円

退職分離 - 39,372千円

4,157,038千円

区　分

普通徴収

98.6％
特別徴収

計

調定見込額 収入歩合

14,119千円 90.0％

調定見込額 収入歩合

214,049千円 23.5％

調定見込額 収入歩合

103,100千円

130,752千円

233,852千円

区　分

均等割

99.0％法人税割

計

調定見込額 収入歩合

4,000千円 99.0％

調定見込額 収入歩合

1,359千円 30.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 116,693,643千円 1,633,711千円 6,500千円 1,627,211千円

家屋 98,617,500千円 1,380,645千円 84,249千円 1,296,396千円

償却資産 20,723,143千円 290,124千円 - 290,124千円

計 236,034,286千円 ― 3,304,480千円 90,749千円 3,213,731千円

98.4％
1.4/100

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

76,519千円 38.7％

所管 調定見込額 収入歩合

東京都 248,322千円

気象庁 2,548千円

財務省 4,061千円

計 254,931千円

100.0％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

3,123千円 20.0％

区分
課税本数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

一般分 74,416千本 5.262円 391,577千円

旧３級品 4,357千本 2.495円 10,870千円

計 78,773千本 － 402,447千円

100.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 180,395,198千円 450,987千円 2,000千円 448,987千円

家屋 98,553,662千円 246,384千円 3,000千円 243,384千円

計 278,948,860千円 ― 697,371千円 5,000千円 692,371千円

0.25/100

98.4％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

11,637千円 38.7％

区分
課税台数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

原付一種 3,065台 1,000円 3,065,000円

原付二種（甲） 939台 1,600円 1,502,400円

原付二種（乙） 199台 1,200円 238,800円

一種（ミニカー） 47台 2,500円 117,500円

小型特殊（農耕） 182台 1,600円 291,200円

小型特殊（その他） 25台 4,700円 117,500円

軽二輪車 831台 2,400円 1,994,400円

軽四輪車貨物（一般） 1,545台
4,000円

(5,000円)
6,180,000円

軽四輪車乗用（一般） 4,620台
7,200円

（10,800円)
33,264,000円

軽四輪車乗用（営業） 1台
5,500円

（6,900円)
5,500円

軽四輪車貨物（営業） 167台
3,000円

（3,800円)
501,000円

二輪小型自動車 739台 4,000円 2,956,000円

計 12,360台 ― 50,233,300円

96.2％

※　軽四輪車カッコ内の税率は、平成２７年４月１日以降の登録車に適用。



（単位 ： 千円）

節   

款 項 目

 6 （土木使用  3. 公園使用料 303 （水と緑の環境課）

料） 1  公園使用料 303

 4. 住宅使用料 41,112 （まちづくり課）

1  市営住宅 39,072

2  駐車場 2,040

 7. 教育使用料 6,930 6,828 102  2. 行政財産使用 842 （総務課）

料 2  コミュニティプラザ駐車場 792

（教育総務課）

1  学校施設等 50

 3. 博物館使用料 520 （郷土博物館）

1  ギャラリー等 520

 5. 生涯学習施設 5,568 （生涯学習スポーツ課）

使用料 1  生涯学習センター 5,568

 2. 手数料 165,883 158,398 7,485

 1. 総務手数料 34,240 33,030 1,210  2. 戸籍住民基本 34,240 （市民課）

台帳費手数料 1  印鑑証明 6,500

2  印鑑登録証交付 420

3  戸籍関係証明 6,100

4  住民基本台帳関係証明 12,400

5  住民票閲覧 100

6  諸証明 590

7  自動車臨時運行取扱 260

8  税関係証明 7,640

9  住民基本台帳カード交付 230

 2. 衛生手数料 131,367 125,085 6,282  1. 塵芥処理手数 129,290 （ごみ減量推進課）

料 2  犬・猫等死体処理 40

3  一般廃棄物処理業許可申請 330

4  粗大ごみ処理 14,820

5  し尿処理 2,100

6  ごみ処理 112,000

 2. 公害対策手数 7 （水と緑の環境課）

料 1  工場認可申請 7

 3. 畜犬登録手数 2,070 （水と緑の環境課）

料 1  畜犬登録 2,070

 3. 土木手数料 276 283 △ 7  1. 土木手数料 276 （道路交通課）

1  屋外広告物申請 276

15. 国庫支出金 5,789,730 5,452,028 337,702

 1. 国庫負担金 5,063,597 4,916,188 147,409

 1. 民生費国庫 5,061,084 4,914,188 146,896  1. 社会福祉費負 30,234 （生活福祉課）

負担金 担金 1  中国残留邦人等生活支援給付費（３／４） 20,962

科　　目
本 年 度 前 年 度

比 較
増 （ △ ） 減 区 分 金 額

説 明

- 26 - - 27 - 

14 使用料及び手数料  1 使用料 

15 国庫支出金  1 国庫負担金 

納税義務者
（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

16,323人 3,500円 57,131千円

17,989人 3,500円 62,961千円

120,092千円

98.6％

区　分

普通徴収

特別徴収

計

納税義務者 調定見込額 収入歩合

16,219人 1,572,387千円

総所得分 - 1,463,521千円

譲渡分 - 108,866千円

17,306人 2,584,651千円

現年度分 - 2,117,494千円

前年度分 - 427,785千円

退職分離 - 39,372千円

4,157,038千円

区　分

普通徴収

98.6％
特別徴収

計

調定見込額 収入歩合

14,119千円 90.0％

調定見込額 収入歩合

214,049千円 23.5％

調定見込額 収入歩合

103,100千円

130,752千円

233,852千円

区　分

均等割

99.0％法人税割

計

調定見込額 収入歩合

4,000千円 99.0％

調定見込額 収入歩合

1,359千円 30.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 116,693,643千円 1,633,711千円 6,500千円 1,627,211千円

家屋 98,617,500千円 1,380,645千円 84,249千円 1,296,396千円

償却資産 20,723,143千円 290,124千円 - 290,124千円

計 236,034,286千円 ― 3,304,480千円 90,749千円 3,213,731千円

98.4％
1.4/100

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

76,519千円 38.7％

所管 調定見込額 収入歩合

東京都 248,322千円

気象庁 2,548千円

財務省 4,061千円

計 254,931千円

100.0％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

3,123千円 20.0％

区分
課税本数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

一般分 74,416千本 5.262円 391,577千円

旧３級品 4,357千本 2.495円 10,870千円

計 78,773千本 － 402,447千円

100.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 180,395,198千円 450,987千円 2,000千円 448,987千円

家屋 98,553,662千円 246,384千円 3,000千円 243,384千円

計 278,948,860千円 ― 697,371千円 5,000千円 692,371千円

0.25/100

98.4％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

11,637千円 38.7％

区分
課税台数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

原付一種 3,065台 1,000円 3,065,000円

原付二種（甲） 939台 1,600円 1,502,400円

原付二種（乙） 199台 1,200円 238,800円

一種（ミニカー） 47台 2,500円 117,500円

小型特殊（農耕） 182台 1,600円 291,200円

小型特殊（その他） 25台 4,700円 117,500円

軽二輪車 831台 2,400円 1,994,400円

軽四輪車貨物（一般） 1,545台
4,000円

(5,000円)
6,180,000円

軽四輪車乗用（一般） 4,620台
7,200円

（10,800円)
33,264,000円

軽四輪車乗用（営業） 1台
5,500円

（6,900円)
5,500円

軽四輪車貨物（営業） 167台
3,000円

（3,800円)
501,000円

二輪小型自動車 739台 4,000円 2,956,000円

計 12,360台 ― 50,233,300円

96.2％

※　軽四輪車カッコ内の税率は、平成２７年４月１日以降の登録車に適用。



（単位 ： 千円）

節   

款 項 目

 1 （民生費国 2  自立相談支援事業（３／４） 6,564

庫負担金） 3  住居確保給付金事業（３／４） 2,708

 2. 障害者福祉費 751,736 （障害福祉課）

負担金 1  自立支援給付費（１／２） 722,143

4  特別障害者手当（３／４） 23,868

5  障害児福祉手当（３／４） 4,835

6  経過措置福祉手当（３／４） 890

 6. 児童措置費負 898,323 （子育て支援課）

担金 1  児童手当等 798,061

6  児童扶養手当給付費（１／３） 100,262

 7. 母子福祉費負 4,830 （生活福祉課）

担金 1  母子生活支援施設等（１／２） 4,294

2  入院助産費（１／２） 536

 8. 保育園費負担 295,404 （子育て支援課）

金 2  私立保育園運営費（１／２） 295,404

 9. 生活保護費負 3,017,709 （生活福祉課）

担金 1  生活保護費（３／４） 3,012,597

2  被保護者就労支援事業（３／４） 5,112

10. 国民健康保険 57,408 （保険年金課）

基盤安定負担 1  保険基盤安定（１／２） 57,408

金

12. 低所得者保険 5,440 （高齢支援課）

料軽減負担金 1  低所得者保険料軽減負担金（１／２） 5,440

 2. 衛生費国庫 2,513 2,000 513  1. 保健衛生費負 2,513 （健康推進課）

負担金 担金 1  養育医療費（１／２） 2,513

 2. 国庫補助金 697,807 506,176 191,631

 1. 総務費国庫 102,146 61,700 40,446  1. 総務費補助金 102,146 （情報政策課）

補助金 1  社会保障・税番号制度（２／３・１０／１０） 102,146

 2. 民生費国庫 318,334 404,641 △ 86,307  1. 老人福祉費補 1,995 （高齢支援課）

補助金 助金 1  高齢者住宅借上事業費（１／２） 1,995

 2. 社会福祉費補 118,102 （地域包括ケア推進課）

助金 1  臨時福祉給付事業費（１０／１０） 118,102

 3. 障害者福祉費 27,997 （障害福祉課）

補助金 9  地域生活支援事業費（１／２） 26,129

10 障害支援区分認定等事業費（１／２） 1,868

 5. 生活保護費補 11,681 （生活福祉課）

助金 1  セーフティネット支援対策等事業費 11,681

 6. 保育園費補助 7,405 （子育て支援課）

金 2  病児・病後児保育事業（２／３） 7,405

説 明
科　　目

本 年 度 前 年 度
比 較

増 （ △ ） 減 区 分 金 額

- 28 - - 29 - 

15 国庫支出金  1 国庫負担金 

15 国庫支出金  2 国庫補助金 

納税義務者
（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

16,323人 3,500円 57,131千円

17,989人 3,500円 62,961千円

120,092千円

98.6％

区　分

普通徴収

特別徴収

計

納税義務者 調定見込額 収入歩合

16,219人 1,572,387千円

総所得分 - 1,463,521千円

譲渡分 - 108,866千円

17,306人 2,584,651千円

現年度分 - 2,117,494千円

前年度分 - 427,785千円

退職分離 - 39,372千円

4,157,038千円

区　分

普通徴収

98.6％
特別徴収

計

調定見込額 収入歩合

14,119千円 90.0％

調定見込額 収入歩合

214,049千円 23.5％

調定見込額 収入歩合

103,100千円

130,752千円

233,852千円

区　分

均等割

99.0％法人税割

計

調定見込額 収入歩合

4,000千円 99.0％

調定見込額 収入歩合

1,359千円 30.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 116,693,643千円 1,633,711千円 6,500千円 1,627,211千円

家屋 98,617,500千円 1,380,645千円 84,249千円 1,296,396千円

償却資産 20,723,143千円 290,124千円 - 290,124千円

計 236,034,286千円 ― 3,304,480千円 90,749千円 3,213,731千円

98.4％
1.4/100

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

76,519千円 38.7％

所管 調定見込額 収入歩合

東京都 248,322千円

気象庁 2,548千円

財務省 4,061千円

計 254,931千円

100.0％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

3,123千円 20.0％

区分
課税本数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

一般分 74,416千本 5.262円 391,577千円

旧３級品 4,357千本 2.495円 10,870千円

計 78,773千本 － 402,447千円

100.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 180,395,198千円 450,987千円 2,000千円 448,987千円

家屋 98,553,662千円 246,384千円 3,000千円 243,384千円

計 278,948,860千円 ― 697,371千円 5,000千円 692,371千円

0.25/100

98.4％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

11,637千円 38.7％

区分
課税台数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

原付一種 3,065台 1,000円 3,065,000円

原付二種（甲） 939台 1,600円 1,502,400円

原付二種（乙） 199台 1,200円 238,800円

一種（ミニカー） 47台 2,500円 117,500円

小型特殊（農耕） 182台 1,600円 291,200円

小型特殊（その他） 25台 4,700円 117,500円

軽二輪車 831台 2,400円 1,994,400円

軽四輪車貨物（一般） 1,545台
4,000円

(5,000円)
6,180,000円

軽四輪車乗用（一般） 4,620台
7,200円

（10,800円)
33,264,000円

軽四輪車乗用（営業） 1台
5,500円

（6,900円)
5,500円

軽四輪車貨物（営業） 167台
3,000円

（3,800円)
501,000円

二輪小型自動車 739台 4,000円 2,956,000円

計 12,360台 ― 50,233,300円

96.2％

※　軽四輪車カッコ内の税率は、平成２７年４月１日以降の登録車に適用。



（単位 ： 千円）

節   

款 項 目

 2 （民生費国  7. 学童クラブ費 26,548 （子育て支援課）

庫補助金） 補助金 1  学童クラブ事業費（１／３） 26,548

 8. 児童福祉費補 118,727 （子育て支援課）

助金 1  幼稚園就園奨励費（１／３） 38,385

5  子育て世帯臨時特例給付事業費（１０／１０） 37,919

6  施設型給付費（１／２） 3,811

7  幼稚園型一時預かり事業費（１／３） 520

8  保育緊急確保事業費補助金（１／３・１／２・３／４） 38,092

10. 母子福祉費補 5,879 （生活福祉課）

助金 1  児童虐待・ＤＶ防止対策等支援事業費 665

2  母子家庭等対策総合支援事業費（３／４） 5,214

 3. 衛生費国庫 5,955 5,670 285  1. 保健衛生費補 5,955 （健康推進課）

補助金 助金 4  感染症予防等事業費（１／２） 5,955

 4. 土木費国庫 56,955 33,468 23,487  2. 都市計画費補 56,955 （まちづくり課）

補助金 助金 2  社会資本整備総合交付金（１／３・４．５／１０・１／２・５．５／１０） 56,955

 7. 教育費国庫 214,417 697 213,720  1. 小学校費補助 154 （教育総務課）

補助金 金 5  修学旅行費 88

8  特別支援学級就学奨励費 66

 2. 中学校費補助 214,263 （教育総務課）

金 4  修学旅行費 352

7  特別支援学級就学奨励費 45

10 第二中学校南校舎大規模改造事業費（１／３・１／２） 90,716

11 第三中学校校舎大規模改造事業費（１／３・１／２） 112,150

12 体育館防災機能強化事業（四中、五中）（１／３） 11,000

 3. 委託金 28,326 29,664 △ 1,338

 1. 総務費委託 444 327 117  2. 戸籍住民基本 444 （市民課）

金 台帳費委託金 2  自衛官募集事務費 77

3  中長期在留者住居地届出等事務費 367

 2. 民生費委託 21,882 22,337 △ 455  1. 国民年金費委 19,400 （保険年金課）

金 託金 1  国民年金事務費 19,400

 2. 児童措置費委 164 （障害福祉課）

託金 1  特別児童扶養手当事務費 164

 3. 社会福祉費委 2,318 （生活福祉課）

託金 1  生活支援相談事務費 2,318

 9. 教育費委託 6,000 7,000 △ 1,000  1. 教育総務費委 6,000 （指導課）

金 託金 1  インクルーシブ教育システム構築モデル事業費（１０／１０） 6,000

16. 都支出金 4,290,238 4,558,659 △ 268,421

 1. 都負担金 1,454,022 1,353,717 100,305

 1. 民生費都負 1,452,766 1,352,717 100,049  1. 社会福祉費負 6,855 （生活福祉課）

担金 担金 6  行旅病人・死亡人取扱費 1,035

科　　目
本 年 度 前 年 度

比 較
増 （ △ ） 減 区 分 金 額

説 明

- 30 - - 31 - 

15 国庫支出金  2 国庫補助金 

16 都支出金  1 都負担金 

納税義務者
（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

16,323人 3,500円 57,131千円

17,989人 3,500円 62,961千円

120,092千円

98.6％

区　分

普通徴収

特別徴収

計

納税義務者 調定見込額 収入歩合

16,219人 1,572,387千円

総所得分 - 1,463,521千円

譲渡分 - 108,866千円

17,306人 2,584,651千円

現年度分 - 2,117,494千円

前年度分 - 427,785千円

退職分離 - 39,372千円

4,157,038千円

区　分

普通徴収

98.6％
特別徴収

計

調定見込額 収入歩合

14,119千円 90.0％

調定見込額 収入歩合

214,049千円 23.5％

調定見込額 収入歩合

103,100千円

130,752千円

233,852千円

区　分

均等割

99.0％法人税割

計

調定見込額 収入歩合

4,000千円 99.0％

調定見込額 収入歩合

1,359千円 30.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 116,693,643千円 1,633,711千円 6,500千円 1,627,211千円

家屋 98,617,500千円 1,380,645千円 84,249千円 1,296,396千円

償却資産 20,723,143千円 290,124千円 - 290,124千円

計 236,034,286千円 ― 3,304,480千円 90,749千円 3,213,731千円

98.4％
1.4/100

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

76,519千円 38.7％

所管 調定見込額 収入歩合

東京都 248,322千円

気象庁 2,548千円

財務省 4,061千円

計 254,931千円

100.0％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

3,123千円 20.0％

区分
課税本数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

一般分 74,416千本 5.262円 391,577千円

旧３級品 4,357千本 2.495円 10,870千円

計 78,773千本 － 402,447千円

100.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 180,395,198千円 450,987千円 2,000千円 448,987千円

家屋 98,553,662千円 246,384千円 3,000千円 243,384千円

計 278,948,860千円 ― 697,371千円 5,000千円 692,371千円

0.25/100

98.4％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

11,637千円 38.7％

区分
課税台数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

原付一種 3,065台 1,000円 3,065,000円

原付二種（甲） 939台 1,600円 1,502,400円

原付二種（乙） 199台 1,200円 238,800円

一種（ミニカー） 47台 2,500円 117,500円

小型特殊（農耕） 182台 1,600円 291,200円

小型特殊（その他） 25台 4,700円 117,500円

軽二輪車 831台 2,400円 1,994,400円

軽四輪車貨物（一般） 1,545台
4,000円

(5,000円)
6,180,000円

軽四輪車乗用（一般） 4,620台
7,200円

（10,800円)
33,264,000円

軽四輪車乗用（営業） 1台
5,500円

（6,900円)
5,500円

軽四輪車貨物（営業） 167台
3,000円

（3,800円)
501,000円

二輪小型自動車 739台 4,000円 2,956,000円

計 12,360台 ― 50,233,300円

96.2％

※　軽四輪車カッコ内の税率は、平成２７年４月１日以降の登録車に適用。



（単位 ： 千円）

節   

款 項 目

 1 （民生費都 （地域包括ケア推進課）

負担金） 1  民生委員推薦会 40

2  民生・児童委員活動費（１０／１０） 5,332

3  民生委員協議会（１０／１０） 397

4  民生委員協議会特別強化費（１０／１０） 35

5  戦傷病者特別援護法事務費 2

7  民生・児童委員会長協議会費（１０／１０） 14

 2. 老人福祉費負 232 （高齢支援課）

担金 2  介護保険サービス利用者負担軽減措置対策費（３／４） 232

 4. 障害者福祉費 512,410 （障害福祉課）

負担金 1  心身障害者福祉手当（１０／１０） 150,660

2  重度心身障害者手当事務費 346

3  心身障害者扶養年金事務費 302

4  自立支援給付費（１／４） 361,071

6  身体障害者等無料乗車券発行事務費 31

 6. 児童措置費負 407,496 （子育て支援課）

担金 1  児童手当等 176,477

5  児童育成手当（１０／１０） 216,000

6  児童育成手当（障害）（１０／１０） 15,019

 7. 母子福祉費負 2,415 （生活福祉課）

担金 1  入院助産費（１／４） 268

2  母子生活支援施設等（１／４） 2,147

 8. 保育園費負担 147,702 （子育て支援課）

金 2  私立保育園運営費（１／４） 147,702

 9. 生活保護費負 92,023 （生活福祉課）

担金 1  生活保護費（１／４） 92,023

10. 国民健康保険 173,711 （保険年金課）

基盤安定負担 2  保険基盤安定（１／４・３／４） 173,711

金

11. 後期高齢者医 107,202 （保険年金課）

療保険基盤安 1  保険基盤安定負担金（３／４） 107,202

定負担金

13. 低所得者保険 2,720 （高齢支援課）

料軽減負担金 1  低所得者保険料軽減負担金（１／４） 2,720

 2. 衛生費都負 1,256 1,000 256  1. 保健衛生費負 1,256 （健康推進課）

担金 担金 1  養育医療費（１／４） 1,256

 2. 都補助金 2,644,599 3,039,413 △ 394,814

 1. 総務費都補 1,363,520 1,340,054 23,466  1. 総務管理費補 1,363,520 （道路交通課）

助金 助金 3  鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金 3,470

（財政課）

説 明
科　　目

本 年 度 前 年 度
比 較

増 （ △ ） 減 区 分 金 額

- 32 - - 33 - 

16 都支出金  1 都負担金 

16 都支出金  2 都補助金 

納税義務者
（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

16,323人 3,500円 57,131千円

17,989人 3,500円 62,961千円

120,092千円

98.6％

区　分

普通徴収

特別徴収

計

納税義務者 調定見込額 収入歩合

16,219人 1,572,387千円

総所得分 - 1,463,521千円

譲渡分 - 108,866千円

17,306人 2,584,651千円

現年度分 - 2,117,494千円

前年度分 - 427,785千円

退職分離 - 39,372千円

4,157,038千円

区　分

普通徴収

98.6％
特別徴収

計

調定見込額 収入歩合

14,119千円 90.0％

調定見込額 収入歩合

214,049千円 23.5％

調定見込額 収入歩合

103,100千円

130,752千円

233,852千円

区　分

均等割

99.0％法人税割

計

調定見込額 収入歩合

4,000千円 99.0％

調定見込額 収入歩合

1,359千円 30.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 116,693,643千円 1,633,711千円 6,500千円 1,627,211千円

家屋 98,617,500千円 1,380,645千円 84,249千円 1,296,396千円

償却資産 20,723,143千円 290,124千円 - 290,124千円

計 236,034,286千円 ― 3,304,480千円 90,749千円 3,213,731千円

98.4％
1.4/100

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

76,519千円 38.7％

所管 調定見込額 収入歩合

東京都 248,322千円

気象庁 2,548千円

財務省 4,061千円

計 254,931千円

100.0％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

3,123千円 20.0％

区分
課税本数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

一般分 74,416千本 5.262円 391,577千円

旧３級品 4,357千本 2.495円 10,870千円

計 78,773千本 － 402,447千円

100.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 180,395,198千円 450,987千円 2,000千円 448,987千円

家屋 98,553,662千円 246,384千円 3,000千円 243,384千円

計 278,948,860千円 ― 697,371千円 5,000千円 692,371千円

0.25/100

98.4％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

11,637千円 38.7％

区分
課税台数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

原付一種 3,065台 1,000円 3,065,000円

原付二種（甲） 939台 1,600円 1,502,400円

原付二種（乙） 199台 1,200円 238,800円

一種（ミニカー） 47台 2,500円 117,500円

小型特殊（農耕） 182台 1,600円 291,200円

小型特殊（その他） 25台 4,700円 117,500円

軽二輪車 831台 2,400円 1,994,400円

軽四輪車貨物（一般） 1,545台
4,000円

(5,000円)
6,180,000円

軽四輪車乗用（一般） 4,620台
7,200円

（10,800円)
33,264,000円

軽四輪車乗用（営業） 1台
5,500円

（6,900円)
5,500円

軽四輪車貨物（営業） 167台
3,000円

（3,800円)
501,000円

二輪小型自動車 739台 4,000円 2,956,000円

計 12,360台 ― 50,233,300円

96.2％

※　軽四輪車カッコ内の税率は、平成２７年４月１日以降の登録車に適用。



（単位 ： 千円）

節   

款 項 目

 1 （総務費都 1  市町村総合交付金 1,360,000

補助金） （秘書広報課）

2  人権の花事業（１０／１０） 50

 2. 民生費都補 1,058,762 1,412,427 △ 353,665  1. 社会福祉費補 34,029 （生活福祉課）

助金 助金 5  就労促進等事業費（１０／１０） 969

（地域包括ケア推進課）

1  地域福祉推進事業費（１／２） 3,250

4  地域福祉推進区市町村包括補助事業費（１／２・１０／１０） 29,810

 2. 老人福祉費補 32,168 （高齢支援課）

助金 1  シルバー人材センター運営費（１／２） 10,389

2  老人クラブ助成事業費（２／３） 1,291

4  高齢者民間アパート借上事業費（１／２） 998

5  高齢社会対策区市町村包括補助事業 13,990

（地域包括ケア推進課）

8  機能強化型地域包括支援センター設置促進事業費（１０／１０） 5,500

 4. 障害者福祉費 252,691 （障害福祉課）

補助金 3  障害者施策推進区市町村包括補助事業費（１／２・１０／１０） 162,293

4  精神障害者相談等事務費 8,040

7  重度脳性麻痺者介護人派遣事業費（１０／１０） 4,723

19 区市町村特別支援事業（３／４） 49,041

20 地域生活支援事業費（１／４） 13,064

21 重症心身障害児（者）通所事業 15,372

23 中等度難聴児発達支援事業費（１／２） 158

 8. 母子福祉費補 159,342 （子育て支援課）

助金 3  ひとり親家庭等医療費助成事業費（２／３） 24,345

4  ひとり親家庭等医療費助成事務費（１／２） 2,291

5  乳幼児医療費助成事業費（１／２） 60,726

6  乳幼児医療費助成事務費（１／２） 8,253

11 義務教育就学児医療費助成事業費（１／２） 54,426

12 義務教育就学児医療費助成事務費（１／２） 7,280

（子ども家庭支援センター）

2  ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費（３／４） 2,021

 9. 保育園費補助 165,634 （子育て支援課）

金 2  私立保育園運営費（２／３） 11,144

4  一時預かり事業・定期利用保育事業（１／２） 10,616

7  認証保育所運営事業費（１／２） 18,557

10 保育所緊急整備事業費（２／３） 87,000

11 保育従事職員等処遇改善事業（１０／１０） 1,296

13 保育士研修等事業（１／２） 945

16 賃貸物件による保育所整備事業（１／２・２／３） 20,204

科　　目
本 年 度 前 年 度

比 較
増 （ △ ） 減 区 分 金 額

説 明

- 34 - - 35 - 

16 都支出金  2 都補助金 

16 都支出金  2 都補助金 

納税義務者
（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

16,323人 3,500円 57,131千円

17,989人 3,500円 62,961千円

120,092千円

98.6％

区　分

普通徴収

特別徴収

計

納税義務者 調定見込額 収入歩合

16,219人 1,572,387千円

総所得分 - 1,463,521千円

譲渡分 - 108,866千円

17,306人 2,584,651千円

現年度分 - 2,117,494千円

前年度分 - 427,785千円

退職分離 - 39,372千円

4,157,038千円

区　分

普通徴収

98.6％
特別徴収

計

調定見込額 収入歩合

14,119千円 90.0％

調定見込額 収入歩合

214,049千円 23.5％

調定見込額 収入歩合

103,100千円

130,752千円

233,852千円

区　分

均等割

99.0％法人税割

計

調定見込額 収入歩合

4,000千円 99.0％

調定見込額 収入歩合

1,359千円 30.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 116,693,643千円 1,633,711千円 6,500千円 1,627,211千円

家屋 98,617,500千円 1,380,645千円 84,249千円 1,296,396千円

償却資産 20,723,143千円 290,124千円 - 290,124千円

計 236,034,286千円 ― 3,304,480千円 90,749千円 3,213,731千円

98.4％
1.4/100

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

76,519千円 38.7％

所管 調定見込額 収入歩合

東京都 248,322千円

気象庁 2,548千円

財務省 4,061千円

計 254,931千円

100.0％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

3,123千円 20.0％

区分
課税本数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

一般分 74,416千本 5.262円 391,577千円

旧３級品 4,357千本 2.495円 10,870千円

計 78,773千本 － 402,447千円

100.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 180,395,198千円 450,987千円 2,000千円 448,987千円

家屋 98,553,662千円 246,384千円 3,000千円 243,384千円

計 278,948,860千円 ― 697,371千円 5,000千円 692,371千円

0.25/100

98.4％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

11,637千円 38.7％

区分
課税台数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

原付一種 3,065台 1,000円 3,065,000円

原付二種（甲） 939台 1,600円 1,502,400円

原付二種（乙） 199台 1,200円 238,800円

一種（ミニカー） 47台 2,500円 117,500円

小型特殊（農耕） 182台 1,600円 291,200円

小型特殊（その他） 25台 4,700円 117,500円

軽二輪車 831台 2,400円 1,994,400円

軽四輪車貨物（一般） 1,545台
4,000円

(5,000円)
6,180,000円

軽四輪車乗用（一般） 4,620台
7,200円

（10,800円)
33,264,000円

軽四輪車乗用（営業） 1台
5,500円

（6,900円)
5,500円

軽四輪車貨物（営業） 167台
3,000円

（3,800円)
501,000円

二輪小型自動車 739台 4,000円 2,956,000円

計 12,360台 ― 50,233,300円

96.2％

※　軽四輪車カッコ内の税率は、平成２７年４月１日以降の登録車に適用。



（単位 ： 千円）

節   

款 項 目

 2 （民生費都 17 待機児童解消区市町村支援事業（１０／１０） 15,872

補助金） 10. 学童クラブ費 26,548 （子育て支援課）

補助金 1  学童クラブ事業費（１／３） 26,548

11. 児童福祉費補 371,556 （子育て支援課）

助金 7  子育て推進交付金 278,673

8  私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費 47,463

13 施設型給付費（１／４） 4,876

14 幼稚園型一時預かり事業費（１／３） 520

（子ども家庭支援センター）

2  子育て短期支援事業（１／３） 236

3  ファミリー・サポート・センター事業（１／３） 5,286

4  養育支援訪問事業（１／３） 329

5  子供家庭支援区市町村包括補助事業 23,762

6  地域子育て支援拠点事業（１／３） 10,328

11 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（１／３） 83

13. 青少年対策費 16,794 （児童センター）

補助金 1  放課後子ども教室推進事業費（２／３） 16,794

 3. 衛生費都補 29,904 21,923 7,981  1. 保健衛生費補 29,904 （健康推進課）

助金 助金 2  医療保健政策区市町村包括補助事業 24,407

6  小児初期救急平日夜間診療事業費 850

10 健康増進事業費（２／３） 3,821

12 乳児家庭全戸訪問事業（１／３） 826

 5. 農林業費都 34,278 45,653 △ 11,375  1. 農業委員会費 1,036 （産業振興課）

補助金 補助金 1  農業委員会費 1,000

2  国有農地管理費 36

 2. 農業振興費補 33,242 （産業振興課）

助金 2  都市農業経営パワーアップ事業費（１／２） 12,416

3  都市農地保全支援プロジェクト事業費（３／４） 20,826

 6. 商工費都補 11,815 9,815 2,000  2. 商店街振興事 8,995 （産業振興課）

助金 業費補助金 1  新・元気を出せ！商店街事業費（１／２） 8,995

 6. 消費者行政活 2,820 （産業振興課）

性化事業補助 1  地方消費者行政活性化事業補助金（１０／１０） 2,820

金

 7. 土木費都補 47,012 121,177 △ 74,165  2. 道路新設改良 30,980 （道路交通課）

助金 費補助金 1  市町村土木事業費（３／１０・１／２） 30,980

 4. 都市計画費補 16,000 （まちづくり課）

助金 1  特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費（１／３・１／２） 16,000

 5. 土地取引届出 32 （まちづくり課）

補助金 1  土地取引届出事務費等（２／３） 32

説 明
科　　目

本 年 度 前 年 度
比 較

増 （ △ ） 減 区 分 金 額

- 36 - - 37 - 

16 都支出金  2 都補助金 

16 都支出金  2 都補助金 

納税義務者
（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

16,323人 3,500円 57,131千円

17,989人 3,500円 62,961千円

120,092千円

98.6％

区　分

普通徴収

特別徴収

計

納税義務者 調定見込額 収入歩合

16,219人 1,572,387千円

総所得分 - 1,463,521千円

譲渡分 - 108,866千円

17,306人 2,584,651千円

現年度分 - 2,117,494千円

前年度分 - 427,785千円

退職分離 - 39,372千円

4,157,038千円

区　分

普通徴収

98.6％
特別徴収

計

調定見込額 収入歩合

14,119千円 90.0％

調定見込額 収入歩合

214,049千円 23.5％

調定見込額 収入歩合

103,100千円

130,752千円

233,852千円

区　分

均等割

99.0％法人税割

計

調定見込額 収入歩合

4,000千円 99.0％

調定見込額 収入歩合

1,359千円 30.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 116,693,643千円 1,633,711千円 6,500千円 1,627,211千円

家屋 98,617,500千円 1,380,645千円 84,249千円 1,296,396千円

償却資産 20,723,143千円 290,124千円 - 290,124千円

計 236,034,286千円 ― 3,304,480千円 90,749千円 3,213,731千円

98.4％
1.4/100

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

76,519千円 38.7％

所管 調定見込額 収入歩合

東京都 248,322千円

気象庁 2,548千円

財務省 4,061千円

計 254,931千円

100.0％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

3,123千円 20.0％

区分
課税本数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

一般分 74,416千本 5.262円 391,577千円

旧３級品 4,357千本 2.495円 10,870千円

計 78,773千本 － 402,447千円

100.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 180,395,198千円 450,987千円 2,000千円 448,987千円

家屋 98,553,662千円 246,384千円 3,000千円 243,384千円

計 278,948,860千円 ― 697,371千円 5,000千円 692,371千円

0.25/100

98.4％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

11,637千円 38.7％

区分
課税台数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

原付一種 3,065台 1,000円 3,065,000円

原付二種（甲） 939台 1,600円 1,502,400円

原付二種（乙） 199台 1,200円 238,800円

一種（ミニカー） 47台 2,500円 117,500円

小型特殊（農耕） 182台 1,600円 291,200円

小型特殊（その他） 25台 4,700円 117,500円

軽二輪車 831台 2,400円 1,994,400円

軽四輪車貨物（一般） 1,545台
4,000円

(5,000円)
6,180,000円

軽四輪車乗用（一般） 4,620台
7,200円

（10,800円)
33,264,000円

軽四輪車乗用（営業） 1台
5,500円

（6,900円)
5,500円

軽四輪車貨物（営業） 167台
3,000円

（3,800円)
501,000円

二輪小型自動車 739台 4,000円 2,956,000円

計 12,360台 ― 50,233,300円

96.2％

※　軽四輪車カッコ内の税率は、平成２７年４月１日以降の登録車に適用。



（単位 ： 千円）

節   

款 項 目

 9. 教育費都補 99,308 88,364 10,944  1. 中学校費補助 5,500 （教育総務課）

助金 金 4  体育館防災機能強化事業（四中、五中）（１／６） 5,500

 3. 小学校費補助 89,200 （教育総務課）

金 6  清明小学校運動場芝生化事業（１０／１０） 88,800

7  通学路防犯設備整備事業費（１／２） 400

 4. 文化財保護費 20 （郷土博物館）

補助金 2  文化財関係事務処理特例交付金 20

 7. 教育総務費補 4,588 （教育総務課）

助金 1  地域ぐるみの学校安全体制整備事業費（７／１２） 99

（指導課）

2  スクールソーシャルワーカー活用事業費 2,095

5  学校と家庭の連携推進事業費（２／３） 2,394

 3. 委託金 191,617 165,529 26,088

 1. 総務費都委 146,243 119,545 26,698  1. 総務管理費委 853 （総務課）

託金 託金 1  私立学校事務費 853

 2. 徴税費委託金 112,660 （徴収課）

2  都税取扱費 598

3  個人都民税徴収取扱費交付金 112,062

 3. 戸籍住民基本 257 （市民課）

台帳費等委託 1  人口動態調査事務費 81

金 2  住民基本台帳人口調査事務費 172

3  電子証明書発行手数料徴収等事務費 4

 4. 選挙費委託金 13 （選挙管理委員会事務局）

7  在外選挙人名簿登録事務委託費 13

 5. 統計調査費委 32,460 （文書法制課）

託金 1  基幹統計調査費 32,460

 2. 民生費都委 6,243 6,243 0  1. 社会福祉費委 209 （障害福祉課）

託金 託金 1  医療費助成申請書等受理事務費 207

（地域包括ケア推進課）

2  原子爆弾被爆者援護事業委託事務費 2

 2. 老人福祉費委 5 （まちづくり課）

託金 1  福祉のまちづくり条例委任事務交付金 5

 4. 障害者福祉費 1,681 （障害福祉課）

委託金 1  心身障害者医療費助成事務費 1,562

3  身体障害者指定医申請等関係事務費 35

5  身体障害者手帳再交付等事務費 43

7  精神障害者医療費助成申請事務費 41

 7. 母子福祉費委 4,348 （生活福祉課）

託金 1  母子福祉資金貸付事務費 3,942

2  女性福祉資金貸付事務費 406

科　　目
本 年 度 前 年 度

比 較
増 （ △ ） 減 区 分 金 額

説 明

- 38 - - 39 - 

16 都支出金  2 都補助金 

16 都支出金  3 委託金 

納税義務者
（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

16,323人 3,500円 57,131千円

17,989人 3,500円 62,961千円

120,092千円

98.6％

区　分

普通徴収

特別徴収

計

納税義務者 調定見込額 収入歩合

16,219人 1,572,387千円

総所得分 - 1,463,521千円

譲渡分 - 108,866千円

17,306人 2,584,651千円

現年度分 - 2,117,494千円

前年度分 - 427,785千円

退職分離 - 39,372千円

4,157,038千円

区　分

普通徴収

98.6％
特別徴収

計

調定見込額 収入歩合

14,119千円 90.0％

調定見込額 収入歩合

214,049千円 23.5％

調定見込額 収入歩合

103,100千円

130,752千円

233,852千円

区　分

均等割

99.0％法人税割

計

調定見込額 収入歩合

4,000千円 99.0％

調定見込額 収入歩合

1,359千円 30.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 116,693,643千円 1,633,711千円 6,500千円 1,627,211千円

家屋 98,617,500千円 1,380,645千円 84,249千円 1,296,396千円

償却資産 20,723,143千円 290,124千円 - 290,124千円

計 236,034,286千円 ― 3,304,480千円 90,749千円 3,213,731千円

98.4％
1.4/100

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

76,519千円 38.7％

所管 調定見込額 収入歩合

東京都 248,322千円

気象庁 2,548千円

財務省 4,061千円

計 254,931千円

100.0％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

3,123千円 20.0％

区分
課税本数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

一般分 74,416千本 5.262円 391,577千円

旧３級品 4,357千本 2.495円 10,870千円

計 78,773千本 － 402,447千円

100.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 180,395,198千円 450,987千円 2,000千円 448,987千円

家屋 98,553,662千円 246,384千円 3,000千円 243,384千円

計 278,948,860千円 ― 697,371千円 5,000千円 692,371千円

0.25/100

98.4％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

11,637千円 38.7％

区分
課税台数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

原付一種 3,065台 1,000円 3,065,000円

原付二種（甲） 939台 1,600円 1,502,400円

原付二種（乙） 199台 1,200円 238,800円

一種（ミニカー） 47台 2,500円 117,500円

小型特殊（農耕） 182台 1,600円 291,200円

小型特殊（その他） 25台 4,700円 117,500円

軽二輪車 831台 2,400円 1,994,400円

軽四輪車貨物（一般） 1,545台
4,000円

(5,000円)
6,180,000円

軽四輪車乗用（一般） 4,620台
7,200円

（10,800円)
33,264,000円

軽四輪車乗用（営業） 1台
5,500円

（6,900円)
5,500円

軽四輪車貨物（営業） 167台
3,000円

（3,800円)
501,000円

二輪小型自動車 739台 4,000円 2,956,000円

計 12,360台 ― 50,233,300円

96.2％

※　軽四輪車カッコ内の税率は、平成２７年４月１日以降の登録車に適用。



（単位 ： 千円）

節   

款 項 目

 3. 衛生費都委 17,827 18,349 △ 522  1. 予防費委託金 591 （健康推進課）

託金 3  風しん抗体検査事業 590

（水と緑の環境課）

1  畜犬公示事務費 1

 2. 公害対策費委 17,000 （水と緑の環境課）

託金 1  都環境確保条例市委任事務費 17,000

 3. 保健衛生総務 236 （健康推進課）

委託金 2  大気汚染医療費助成申請等 236

 5. 土木費都委 5,633 4,817 816  1. 土木管理費委 1,485 （道路交通課）

託金 託金 1  屋外広告物許可事務費 1,175

（まちづくり課）

2  都営住宅申込書配布事務費 310

 3. 公園緑地費委 4,148 （水と緑の環境課）

託金 2  緑地保全地域等植生管理費 3,008

3  管理通路維持管理費 1,140

 6. 教育費都委 15,671 16,575 △ 904  1. 教育総務費委 15,671 （教育総務課）

託金 託金 1  教育調査費 14

（生涯学習スポーツ課）

7  清瀬下宿ビオトープ公園維持管理費 2,331

（指導課）

2  教職員給与事務費 3,011

4  教員研修事業事務費等交付金 527

8  臨時職員賃金等交付金 126

9  東京都研究指定校委託事業費 9,648

24 成績一覧表調査委員会事務処理特例交付金 14

17. 財産収入 3,156 189,164 △ 186,008

 1. 財産運用収入 3,156 1,912 1,244

 1. 財産貸付収 1,921 687 1,234  1. 土地貸付収入 1,908 （総務課）

入 1  市有財産貸付収入 1,908

 2. 物品貸付収入 13 （総務課）

1  物品貸付収入 13

 2. 利子及び配 1,235 1,225 10  1. 利子及び配当 1,235 （財政課）

当金 金 1  社会福祉基金積立金 50

3  財政調整基金積立金 500

4  緑地保全基金積立金 100

5  郷土博物館資料収集基金積立金 10

7  減債基金積立金 50

8  ふれあい福祉振興基金積立金 5

9  まちづくり応援基金積立金 10

10 公共施設整備基金積立金 500

説 明
科　　目

本 年 度 前 年 度
比 較

増 （ △ ） 減 区 分 金 額

- 40 - - 41 - 

16 都支出金  3 委託金 

17 財産収入  1 財産運用収入 

納税義務者
（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

16,323人 3,500円 57,131千円

17,989人 3,500円 62,961千円

120,092千円

98.6％

区　分

普通徴収

特別徴収

計

納税義務者 調定見込額 収入歩合

16,219人 1,572,387千円

総所得分 - 1,463,521千円

譲渡分 - 108,866千円

17,306人 2,584,651千円

現年度分 - 2,117,494千円

前年度分 - 427,785千円

退職分離 - 39,372千円

4,157,038千円

区　分

普通徴収

98.6％
特別徴収

計

調定見込額 収入歩合

14,119千円 90.0％

調定見込額 収入歩合

214,049千円 23.5％

調定見込額 収入歩合

103,100千円

130,752千円

233,852千円

区　分

均等割

99.0％法人税割

計

調定見込額 収入歩合

4,000千円 99.0％

調定見込額 収入歩合

1,359千円 30.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 116,693,643千円 1,633,711千円 6,500千円 1,627,211千円

家屋 98,617,500千円 1,380,645千円 84,249千円 1,296,396千円

償却資産 20,723,143千円 290,124千円 - 290,124千円

計 236,034,286千円 ― 3,304,480千円 90,749千円 3,213,731千円

98.4％
1.4/100

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

76,519千円 38.7％

所管 調定見込額 収入歩合

東京都 248,322千円

気象庁 2,548千円

財務省 4,061千円

計 254,931千円

100.0％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

3,123千円 20.0％

区分
課税本数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

一般分 74,416千本 5.262円 391,577千円

旧３級品 4,357千本 2.495円 10,870千円

計 78,773千本 － 402,447千円

100.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 180,395,198千円 450,987千円 2,000千円 448,987千円

家屋 98,553,662千円 246,384千円 3,000千円 243,384千円

計 278,948,860千円 ― 697,371千円 5,000千円 692,371千円

0.25/100

98.4％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

11,637千円 38.7％

区分
課税台数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

原付一種 3,065台 1,000円 3,065,000円

原付二種（甲） 939台 1,600円 1,502,400円

原付二種（乙） 199台 1,200円 238,800円

一種（ミニカー） 47台 2,500円 117,500円

小型特殊（農耕） 182台 1,600円 291,200円

小型特殊（その他） 25台 4,700円 117,500円

軽二輪車 831台 2,400円 1,994,400円

軽四輪車貨物（一般） 1,545台
4,000円

(5,000円)
6,180,000円

軽四輪車乗用（一般） 4,620台
7,200円

（10,800円)
33,264,000円

軽四輪車乗用（営業） 1台
5,500円

（6,900円)
5,500円

軽四輪車貨物（営業） 167台
3,000円

（3,800円)
501,000円

二輪小型自動車 739台 4,000円 2,956,000円

計 12,360台 ― 50,233,300円

96.2％

※　軽四輪車カッコ内の税率は、平成２７年４月１日以降の登録車に適用。



（単位 ： 千円）

節   

款 項 目

 2 （利子及び 11 教育基金積立金 10

配当金）

18. 寄附金 2,960 2,500 460

 1. 寄附金 2,960 2,500 460

 1. 寄附金 2,960 2,500 460  1. 寄附金 2,960 （財政課）

1  一般等寄附金 2,860

（まちづくり課）

2  住環境の整備に関する条例に伴う寄附金 100

19. 繰入金 514,930 571,274 △ 56,344

 1. 基金繰入金 512,930 569,274 △ 56,344

 2. 財政調整基 450,000 420,000 30,000  1. 財政調整基金 450,000 （財政課）

金繰入金 繰入金 1  財政調整基金繰入金 450,000

 9. 緑地保全基 9,000 5,000 4,000  1. 緑地保全基金 9,000 （財政課）

金繰入金 繰入金 1  緑地保全基金繰入金 9,000

10. まちづくり 30 0 30  1. まちづくり応 30 （財政課）

応援基金繰 援基金繰入金 1  まちづくり応援基金繰入金 30

入金

11. 公共施設整 47,900 144,274 △ 96,374  1. 公共施設整備 47,900 （財政課）

備基金繰入 基金繰入金 1  公共施設整備基金繰入金 47,900

金

12. 教育基金繰 6,000 0 6,000  1. 教育基金繰入 6,000 （財政課）

入金 金 1  教育基金繰入金 6,000

 2. 特別会計繰入金 2,000 2,000 0

 2. 後期高齢者 1,000 1,000 0  1. 後期高齢者医 1,000 （保険年金課）

医療特別会 療特別会計繰 1  後期高齢者医療特別会計繰入金 1,000

計繰入金 入金

 3. 介護保険特 1,000 1,000 0  1. 介護保険特別 1,000 （高齢支援課）

別会計繰入 会計繰入金 1  介護保険特別会計繰入金 1,000

金

20. 繰越金 400,000 400,000 0

 1. 繰越金 400,000 400,000 0

 1. 繰越金 400,000 400,000 0  1. 繰越金 400,000 （財政課）

1  前年度繰越金 400,000

21. 諸収入 287,339 111,762 175,577

 1. 延滞金・加算金 6,003 6,003 0

及び過料

 1. 延滞金 6,000 6,000 0  1. 延滞金 6,000 （徴収課）

1  市税等延滞金 6,000

 2. 過料 3 3 0  1. 過料 3 （課税課）

1  不正申告等による過料 1

科　　目
本 年 度 前 年 度

比 較
増 （ △ ） 減 区 分 金 額

説 明

- 42 - - 43 - 

17 財産収入  1 財産運用収入 

21 諸収入  1 延滞金・加算金及び過料 

納税義務者
（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

16,323人 3,500円 57,131千円

17,989人 3,500円 62,961千円

120,092千円

98.6％

区　分

普通徴収

特別徴収

計

納税義務者 調定見込額 収入歩合

16,219人 1,572,387千円

総所得分 - 1,463,521千円

譲渡分 - 108,866千円

17,306人 2,584,651千円

現年度分 - 2,117,494千円

前年度分 - 427,785千円

退職分離 - 39,372千円

4,157,038千円

区　分

普通徴収

98.6％
特別徴収

計

調定見込額 収入歩合

14,119千円 90.0％

調定見込額 収入歩合

214,049千円 23.5％

調定見込額 収入歩合

103,100千円

130,752千円

233,852千円

区　分

均等割

99.0％法人税割

計

調定見込額 収入歩合

4,000千円 99.0％

調定見込額 収入歩合

1,359千円 30.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 116,693,643千円 1,633,711千円 6,500千円 1,627,211千円

家屋 98,617,500千円 1,380,645千円 84,249千円 1,296,396千円

償却資産 20,723,143千円 290,124千円 - 290,124千円

計 236,034,286千円 ― 3,304,480千円 90,749千円 3,213,731千円

98.4％
1.4/100

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

76,519千円 38.7％

所管 調定見込額 収入歩合

東京都 248,322千円

気象庁 2,548千円

財務省 4,061千円

計 254,931千円

100.0％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

3,123千円 20.0％

区分
課税本数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

一般分 74,416千本 5.262円 391,577千円

旧３級品 4,357千本 2.495円 10,870千円

計 78,773千本 － 402,447千円

100.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 180,395,198千円 450,987千円 2,000千円 448,987千円

家屋 98,553,662千円 246,384千円 3,000千円 243,384千円

計 278,948,860千円 ― 697,371千円 5,000千円 692,371千円

0.25/100

98.4％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

11,637千円 38.7％

区分
課税台数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

原付一種 3,065台 1,000円 3,065,000円

原付二種（甲） 939台 1,600円 1,502,400円

原付二種（乙） 199台 1,200円 238,800円

一種（ミニカー） 47台 2,500円 117,500円

小型特殊（農耕） 182台 1,600円 291,200円

小型特殊（その他） 25台 4,700円 117,500円

軽二輪車 831台 2,400円 1,994,400円

軽四輪車貨物（一般） 1,545台
4,000円

(5,000円)
6,180,000円

軽四輪車乗用（一般） 4,620台
7,200円

（10,800円)
33,264,000円

軽四輪車乗用（営業） 1台
5,500円

（6,900円)
5,500円

軽四輪車貨物（営業） 167台
3,000円

（3,800円)
501,000円

二輪小型自動車 739台 4,000円 2,956,000円

計 12,360台 ― 50,233,300円

96.2％

※　軽四輪車カッコ内の税率は、平成２７年４月１日以降の登録車に適用。



（単位 ： 千円）

節   

款 項 目

 2 （過料） （ごみ減量推進課）

2  まちを美しくする条例に基づく過料 2

 2. 市預金利子 100 100 0

 1. 市預金利子 100 100 0  1. 市預金利子 100 （財政課）

1  預金利子 100

 3. 貸付金収入 9,175 10,763 △ 1,588

 2. 民生費貸付 8,466 10,297 △ 1,831  1. 社会福祉費貸 8,466 （生活福祉課）

金収入 付金収入 1  生活資金現年度返還金 1,008

2  生活資金滞納繰越分返還金 770

3  緊急福祉資金現年度返還金 5,994

4  緊急福祉資金滞納繰越分返還金 694

 3. 教育費貸付 709 466 243  1. 教育総務費貸 709 （教育総務課）

金収入 付金収入 1  奨学資金貸付金返還金 708

2  奨学資金貸付金滞納繰越分返還金 1

 5. 雑入 272,061 94,896 177,165

 1. 滞納処分費 300 300 0  1. 滞納処分費 300 （徴収課）

1  市税滞納処分費 300

 2. 弁償金 10,052 10,052 0  1. 標識弁償金 1 （課税課）

1  原動機付自転車等標識 1

 2. 生活保護費弁 10,050 （生活福祉課）

償金 1  生活保護法第６３条返還金等 10,050

 3. 事故弁償金 1 （図書館）

2  図書館用ビデオテープ等 1

 3. 雑入 259,675 82,510 177,165  3. 雑入 259,675 （総務課）

3  公衆電話等使用料 124

4  自動車損害共済金等 1

15 自動販売機電気料等 735

87 清瀬産はちみつ販売代金 400

（市民課）

6  地図等頒布代 60

81 一般コミュニティ助成事業助成金 1,200

84 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会受入金 400

（産業振興課）

9  農畜産物品評会展示物売却代 80

10 印刷機用原紙代 30

46 消防点検等負担金 79

49 小口事業資金融資保証料返還金 1

（道路交通課）

13 放置自転車等移送料 1,128

43 駐輪場指定管理者納付金 23,000

説 明
科　　目

本 年 度 前 年 度
比 較

増 （ △ ） 減 区 分 金 額

- 44 - - 45 - 

21 諸収入  1 延滞金・加算金及び過料 

21 諸収入  5 雑入 

納税義務者
（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

16,323人 3,500円 57,131千円

17,989人 3,500円 62,961千円

120,092千円

98.6％

区　分

普通徴収

特別徴収

計

納税義務者 調定見込額 収入歩合

16,219人 1,572,387千円

総所得分 - 1,463,521千円

譲渡分 - 108,866千円

17,306人 2,584,651千円

現年度分 - 2,117,494千円

前年度分 - 427,785千円

退職分離 - 39,372千円

4,157,038千円

区　分

普通徴収

98.6％
特別徴収

計

調定見込額 収入歩合

14,119千円 90.0％

調定見込額 収入歩合

214,049千円 23.5％

調定見込額 収入歩合

103,100千円

130,752千円

233,852千円

区　分

均等割

99.0％法人税割

計

調定見込額 収入歩合

4,000千円 99.0％

調定見込額 収入歩合

1,359千円 30.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 116,693,643千円 1,633,711千円 6,500千円 1,627,211千円

家屋 98,617,500千円 1,380,645千円 84,249千円 1,296,396千円

償却資産 20,723,143千円 290,124千円 - 290,124千円

計 236,034,286千円 ― 3,304,480千円 90,749千円 3,213,731千円

98.4％
1.4/100

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

76,519千円 38.7％

所管 調定見込額 収入歩合

東京都 248,322千円

気象庁 2,548千円

財務省 4,061千円

計 254,931千円

100.0％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

3,123千円 20.0％

区分
課税本数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

一般分 74,416千本 5.262円 391,577千円

旧３級品 4,357千本 2.495円 10,870千円

計 78,773千本 － 402,447千円

100.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 180,395,198千円 450,987千円 2,000千円 448,987千円

家屋 98,553,662千円 246,384千円 3,000千円 243,384千円

計 278,948,860千円 ― 697,371千円 5,000千円 692,371千円

0.25/100

98.4％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

11,637千円 38.7％

区分
課税台数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

原付一種 3,065台 1,000円 3,065,000円

原付二種（甲） 939台 1,600円 1,502,400円

原付二種（乙） 199台 1,200円 238,800円

一種（ミニカー） 47台 2,500円 117,500円

小型特殊（農耕） 182台 1,600円 291,200円

小型特殊（その他） 25台 4,700円 117,500円

軽二輪車 831台 2,400円 1,994,400円

軽四輪車貨物（一般） 1,545台
4,000円

(5,000円)
6,180,000円

軽四輪車乗用（一般） 4,620台
7,200円

（10,800円)
33,264,000円

軽四輪車乗用（営業） 1台
5,500円

（6,900円)
5,500円

軽四輪車貨物（営業） 167台
3,000円

（3,800円)
501,000円

二輪小型自動車 739台 4,000円 2,956,000円

計 12,360台 ― 50,233,300円

96.2％

※　軽四輪車カッコ内の税率は、平成２７年４月１日以降の登録車に適用。



（単位 ： 千円）

節   

款 項 目

 3 （雑入） 74 レンタサイクル利用料 10

（財政課）

35 オータムジャンボ宝くじ区市町村交付金 17,000

（教育総務課）

12 校舎大規模改造等工事に係る水道料等 50

（課税課）

55 土地・建物状況調査電算集計委託料等 1

（まちづくり課）

80 都市計画マスタープラン頒布代 2

（防災防犯課）

72 震災対応経費求償金 2,515

（職員課）

5  例月保険事務費等 1,800

（企画課）

31 市民活動センター備品等利用料 316

（秘書広報課）

1  ガイドブック等頒布代 638

2  ホームページ等広告料 2,813

61 市勢要覧等頒布代 10

88 多摩・島しょわがまち活性化事業助成金 3,000

（保険年金課）

37 国民健康保険事務費 2

68 老人保健医療支払基金交付金 1

（ごみ減量推進課）

8  有価物売払代 10,000

79 三多摩は一つなり交流事業 190

（生涯学習スポーツ課）

20 多摩・島しょスポーツ振興事業助成金 1,500

21 ＩＴ講習受講料 540

22 アミュービル広告板設置料等配分金 1,319

85 地域スポーツ施設整備助成金 35,000

86 東京都サッカー協会助成金 150,000

（郷土博物館）

17 喫茶コーナー水道代等 90

18 イラストマップ等頒布代 273

28 特別展図録頒布代 50

29 清瀬村誕生から１２０周年記念展写真集頒布代 30

（男女共同参画センター）

42 「女性史」頒布代 45

（地域包括ケア推進課）

科　　目
本 年 度 前 年 度

比 較
増 （ △ ） 減 区 分 金 額

説 明

- 46 - - 47 - 

21 諸収入  5 雑入 

21 諸収入  5 雑入 

納税義務者
（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

16,323人 3,500円 57,131千円

17,989人 3,500円 62,961千円

120,092千円

98.6％

区　分

普通徴収

特別徴収

計

納税義務者 調定見込額 収入歩合

16,219人 1,572,387千円

総所得分 - 1,463,521千円

譲渡分 - 108,866千円

17,306人 2,584,651千円

現年度分 - 2,117,494千円

前年度分 - 427,785千円

退職分離 - 39,372千円

4,157,038千円

区　分

普通徴収

98.6％
特別徴収

計

調定見込額 収入歩合

14,119千円 90.0％

調定見込額 収入歩合

214,049千円 23.5％

調定見込額 収入歩合

103,100千円

130,752千円

233,852千円

区　分

均等割

99.0％法人税割

計

調定見込額 収入歩合

4,000千円 99.0％

調定見込額 収入歩合

1,359千円 30.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 116,693,643千円 1,633,711千円 6,500千円 1,627,211千円

家屋 98,617,500千円 1,380,645千円 84,249千円 1,296,396千円

償却資産 20,723,143千円 290,124千円 - 290,124千円

計 236,034,286千円 ― 3,304,480千円 90,749千円 3,213,731千円

98.4％
1.4/100

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

76,519千円 38.7％

所管 調定見込額 収入歩合

東京都 248,322千円

気象庁 2,548千円

財務省 4,061千円

計 254,931千円

100.0％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

3,123千円 20.0％

区分
課税本数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

一般分 74,416千本 5.262円 391,577千円

旧３級品 4,357千本 2.495円 10,870千円

計 78,773千本 － 402,447千円

100.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 180,395,198千円 450,987千円 2,000千円 448,987千円

家屋 98,553,662千円 246,384千円 3,000千円 243,384千円

計 278,948,860千円 ― 697,371千円 5,000千円 692,371千円

0.25/100

98.4％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

11,637千円 38.7％

区分
課税台数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

原付一種 3,065台 1,000円 3,065,000円

原付二種（甲） 939台 1,600円 1,502,400円

原付二種（乙） 199台 1,200円 238,800円

一種（ミニカー） 47台 2,500円 117,500円

小型特殊（農耕） 182台 1,600円 291,200円

小型特殊（その他） 25台 4,700円 117,500円

軽二輪車 831台 2,400円 1,994,400円

軽四輪車貨物（一般） 1,545台
4,000円

(5,000円)
6,180,000円

軽四輪車乗用（一般） 4,620台
7,200円

（10,800円)
33,264,000円

軽四輪車乗用（営業） 1台
5,500円

（6,900円)
5,500円

軽四輪車貨物（営業） 167台
3,000円

（3,800円)
501,000円

二輪小型自動車 739台 4,000円 2,956,000円

計 12,360台 ― 50,233,300円

96.2％

※　軽四輪車カッコ内の税率は、平成２７年４月１日以降の登録車に適用。



（単位 ： 千円）

節   

款 項 目

 3 （雑入） 30 成年後見市長申立予納金返還金 42

38 社会福祉士等実習謝礼金 442

44 予防給付ケアマネジメント手数料 2,158

（水と緑の環境課）

7  空地管理条例による雑草刈取料 5

32 冊子「名木・巨木百選」頒布代 10

39 みどり東京・温暖化防止プロジェクト市町村助成金 1,500

59 冊子「清瀬の植物」頒布代 10

62 柳瀬川回廊マップ頒布代 10

78 冊子「清瀬の野鳥」頒布代 200

（児童センター）

73 ロボットセミナー参加費 60

（文書法制課）

14 コピーサービス 800

70 冊子「統計きよせ」頒布代 5

 4. 過年度収入 2,034 2,034 0  1. 過年度収入 2,034 （生活福祉課）

1  生活保護費返還金等 2,020

（職員課）

20 地方公務員災害補償負担金精算金 1

（子育て支援課）

7  児童手当等返還金 1

8  乳幼児等医療費助成返還金 1

（保険年金課）

18 老人保健医療国庫負担金等 1

（ごみ減量推進課）

19 再商品化合理化拠出金返還金 10

22. 市債 1,801,000 1,565,000 236,000

 1. 市債 1,801,000 1,565,000 236,000

 5. 土木債 186,000 149,000 37,000  1. 土木債 186,000 （財政課）

1  道路整備事業 114,000

5  中里一丁目緑地用地購入事業 72,000

 7. 教育債 445,000 57,000 388,000  1. 教育債 445,000 （財政課）

19 第二中学校南校舎大規模改造事業 118,000

20 第三中学校校舎大規模改造事業 249,000

21 中学校体育館防災機能強化事業 16,000

22 内山運動公園サッカー場等改修事業 62,000

10. 臨時財政対 1,170,000 1,330,000 △ 160,000  1. 臨時財政対策 1,170,000 （財政課）

策債 債 1  臨時財政対策債 1,170,000

説 明
科　　目

本 年 度 前 年 度
比 較

増 （ △ ） 減 区 分 金 額

- 48 - - 49 - 

21 諸収入  5 雑入 

納税義務者
（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

16,323人 3,500円 57,131千円

17,989人 3,500円 62,961千円

120,092千円

98.6％

区　分

普通徴収

特別徴収

計

納税義務者 調定見込額 収入歩合

16,219人 1,572,387千円

総所得分 - 1,463,521千円

譲渡分 - 108,866千円

17,306人 2,584,651千円

現年度分 - 2,117,494千円

前年度分 - 427,785千円

退職分離 - 39,372千円

4,157,038千円

区　分

普通徴収

98.6％
特別徴収

計

調定見込額 収入歩合

14,119千円 90.0％

調定見込額 収入歩合

214,049千円 23.5％

調定見込額 収入歩合

103,100千円

130,752千円

233,852千円

区　分

均等割

99.0％法人税割

計

調定見込額 収入歩合

4,000千円 99.0％

調定見込額 収入歩合

1,359千円 30.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 116,693,643千円 1,633,711千円 6,500千円 1,627,211千円

家屋 98,617,500千円 1,380,645千円 84,249千円 1,296,396千円

償却資産 20,723,143千円 290,124千円 - 290,124千円

計 236,034,286千円 ― 3,304,480千円 90,749千円 3,213,731千円

98.4％
1.4/100

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

76,519千円 38.7％

所管 調定見込額 収入歩合

東京都 248,322千円

気象庁 2,548千円

財務省 4,061千円

計 254,931千円

100.0％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

3,123千円 20.0％

区分
課税本数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

一般分 74,416千本 5.262円 391,577千円

旧３級品 4,357千本 2.495円 10,870千円

計 78,773千本 － 402,447千円

100.0％

区分
課税標準額

（A）

税率
(B)

税額
（A)×(B)＝(C）

減額分
（D)

調定見込額
（C）-（D）

収入歩合

土地 180,395,198千円 450,987千円 2,000千円 448,987千円

家屋 98,553,662千円 246,384千円 3,000千円 243,384千円

計 278,948,860千円 ― 697,371千円 5,000千円 692,371千円

0.25/100

98.4％

調定見込額 収入歩合

1千円 100.0％

調定見込額 収入歩合

11,637千円 38.7％

区分
課税台数

（A)

税　　率
（B)

調定見込額
（A)×(B)

収入歩合

原付一種 3,065台 1,000円 3,065,000円

原付二種（甲） 939台 1,600円 1,502,400円

原付二種（乙） 199台 1,200円 238,800円

一種（ミニカー） 47台 2,500円 117,500円

小型特殊（農耕） 182台 1,600円 291,200円

小型特殊（その他） 25台 4,700円 117,500円

軽二輪車 831台 2,400円 1,994,400円

軽四輪車貨物（一般） 1,545台
4,000円

(5,000円)
6,180,000円

軽四輪車乗用（一般） 4,620台
7,200円

（10,800円)
33,264,000円

軽四輪車乗用（営業） 1台
5,500円

（6,900円)
5,500円

軽四輪車貨物（営業） 167台
3,000円

（3,800円)
501,000円

二輪小型自動車 739台 4,000円 2,956,000円

計 12,360台 ― 50,233,300円

96.2％

※　軽四輪車カッコ内の税率は、平成２７年４月１日以降の登録車に適用。


